
委任状

令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　　　　　　　　　　　殿

現住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委任者 フリガナ　　　　　　　　　　　　　　

（納税義務者） 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号（　　　　　　）　　　　　－　　　　　　

　次の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含令和　　年度自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含税の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含び還付加算金を含還付加算金を含含
む。）の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含請求及び還付加算金を含び還付加算金を含受領に関する権限を下記の受任者に委任します。に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含関する権限を下記の受任者に委任します。する令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含権限を下記の受任者に委任します。を含下記の受任者に委任します。の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含受任者に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含委任します。

登録番号 　　　　　　－　　　－　　　　　　　　　　　

還付金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　

現住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受任者 フリガナ　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号（　　　　　　）　　　　　－　　　　　　

受任者本人名義の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含口座（ゆうちょ銀行口座の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号銀行口座の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号は、振込用の店名・預金種目・口座番号振込用の店名・預金種目・口座番号の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含店名・預金種目・口座番号
を含ご記入ください。）記の受任者に委任します。入ください。）ください。）

口座名義人

金融機関する権限を下記の受任者に委任します。 銀行　 支店　

口座番号 普・当

注意事項
１. 委任者は、振込用の店名・預金種目・口座番号当該年度の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含税納税義務者（原則としてとして4月1日時点の所有者）となりまの自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含所有者）となりま
す。
２. 委任者（納税義務所）の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含住所は現住所を含記の受任者に委任します。入ください。）してください。現住所が納税通知書に記載納税通知書に記載に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含記の受任者に委任します。載
されている令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含住所から変更された場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。変更された場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。された場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号は、振込用の店名・預金種目・口座番号変更された場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。が納税通知書に記載確認できる住民票等を添付してください。できる令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含住民票等を添付してください。を含添付してください。
３. 委任者が納税通知書に記載法人の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含は、振込用の店名・預金種目・口座番号登記の受任者に委任します。印を押印してください。を含押印を押印してください。してください。
４. この自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含委任状は、振込用の店名・預金種目・口座番号自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含抹消登録した場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。翌月10日（必着）までに係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含提出してください。してください。
５. 委任状を含提出してください。された場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号でも、振込用の店名・預金種目・口座番号地方税法第１７条の２第１項の規定により、委任者（納の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含２第１項の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含規定により、委任者（納に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含より、振込用の店名・預金種目・口座番号委任者（納
税義務者）に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含未納の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含徴収金（自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含税だけでなく、振込用の店名・預金種目・口座番号県税の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含他の税目に係る徴収金も含みまの自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含税目に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含徴収金も含みま
す。）が納税通知書に記載ある令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含は、振込用の店名・預金種目・口座番号未納の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含徴収金に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含充当される令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含た場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。め、振込用の店名・預金種目・口座番号委任状の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含受任者に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含は還付されませ
ん。
６. この自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含委任状は、振込用の店名・預金種目・口座番号受任者が納税通知書に記載還付金の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含受領に関する権限を下記の受任者に委任します。を含代理で行うものですので還付充当通知書は委任で行うもの自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含ですの自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含で還付充当通知書に記載は委任
者（納税義務者）に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含送付されます。
７. 委任状の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含内容に不明な点がある場合は、県税事務所より委任者（納税義務者）へ内容確に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含不明な点がある場合は、県税事務所より委任者（納税義務者）へ内容確な点の所有者）となりまが納税通知書に記載ある令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号は、振込用の店名・預金種目・口座番号県税事務所より委任者（納税義務者）へ内容確内容に不明な点がある場合は、県税事務所より委任者（納税義務者）へ内容確確
認できる住民票等を添付してください。の自動車に係る令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含た場合は、変更が確認できる住民票等を添付してください。め連絡することがあります。する令和　　年度自動車税の過誤納還付金（延滞金及び還付加算金を含ことが納税通知書に記載あります。


